


第
四
十
二
回
保
団
連
北
信
越

ブ
ロ
ッ
ク
会
議
は
五
月
二
十
五

日
（
日
）
に
、
恒
例
の
直
江
津

駅
前
ホ
テ
ル
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
イ

カ
ヤ
で
開
催
さ
れ
、
北
信
越
五

県
か
ら
三
十
人
の
出
席
が
あ
っ

た
。
石
川
協
会
か
ら
は
、
西
田

副
会
長
、
小
島
理
事
と
神
田
事

務
局
長
と
私
が
出
席
し
た
。

午
前
中
は
、
福
井
医
科
大
学

の
高
山
一
夫
助
教
授
に
よ
る
講

演
「
医
療
に
お
け
る
市
場
原
理

は
何
を
も
た
ら
し
た
か
」
を
聞

い
て
、
若
干
の
討
論
を
し
た
。

高
山
助
教
授
の
講
演
要
旨

は
、
一
般
市
場
で
の
市
場
価
格

に
基
づ
く
需
要
供
給
の
バ
ラ
ン

ス
に
よ
る
資
源
配
分
の
在
り
方

は
、
そ
も
そ
も
価
値
財
（
ニ
ー

ズ
に
基
づ
く
分
配
が
望
ま
し
い

財
・
サ
ー
ビ
ス
）
で
あ
る
医
療

に
お
い
て
は
、
市
場
均
衡
は
公

平
性
を
意
味
し
な
い
こ
と
を
経

済
学
の
立
場
か
ら
解
説
し
た
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
マ
ネ
ジ
ド

ケ
ア
な
ど
の
失
敗
を
挙
げ
、
株

式
会
社
な
ど
の
営
利
病
院
が
、

か
え
っ
て
医
療
費
コ
ス
ト
を
引

き
上
げ
、
医
療
の
質
を
低
下
さ

せ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま

た
、
小
泉
内
閣
の
発
足
以
来
、

社
会
保
障
制
度
の
縮
小
が
急
ピ

ッ
チ
で
進
め
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
急
先
鋒
で
あ
る
八
代
尚
宏
氏

の
「
社
会
保
障
市
場
論
」
を
明

解
に
一
つ
ひ
と
つ
批
判
し
た
。

午
後
か
ら
の
、「
患
者
負
担

軽
減
な
ど
、
当
面
の
医
療
運
動

の
課
題
」
に
つ
い
て
の
討
論
で

は
、
四
月
よ
り
健
保
本
人
三
割

自
己
負
担
に
よ
る
影
響
に
つ
い

て
、
長
期
投
与
の
増
加
、
必
要

な
検
査
を
し
な
い
な
ど
、
健
康

被
害
が
危
惧
さ
れ
る
と
い
う
具

体
的
な
話
が
さ
れ
た
。
一
方
、

再
診
料
の
逓
減
制
が
六
月
よ
り

廃
止
さ
れ
、
月
当
た
り
の
受
診

回
数
の
少
な
い
診
療
科
で
は
減

収
に
な
る
結
果
と
な
っ
た
。
た

だ
、
厚
労
省
が
診
療
報
酬
改
定

時
期
を
来
年
を
待
た
ず
に
途
中

で
一
部
改
定
を
実
施
し
た
こ
と

は
、〝
前
例
〞
を
つ
く
っ
た
と

い
う
意
味
で
は
今
後
の
不
合
理

点
数
是
正
に
有
用
に
な
る
と
い

う
意
見
も
出
さ
れ
た
。

「
指
導
大
綱
、
監
査
要
綱
の

改
定
」に
つ
い
て
の
討
論
で
は
、

北
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
の
事
務
局
が

す
で
に
討
議
を
重
ね
、
問
題
点

を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、「
監

査
要
綱
」
の
見
直
し
要
求
と
し

て
は
、「
個
別
指
導
に
よ
っ
て

改
善
が
認
め
ら
れ
な
い
と
監
査

の
対
象
に
す
る
」
項
目
や
「
個

別
指
導
を
拒
否
し
た
場
合
は
監

査
を
行
う
」
項
目
な
ど
の
削
除

と
、「
学
術
経
験
者
の
立
会
い

の
拒
絶
と
弁
護
士
の
立
会
い
を

認
め
る
」
な
ど
が
要
求
項
目
と

し
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
。ま
た
、

「
指
導
大
綱
」
自
身
も
、
行
政

手
続
法
に
則
っ
た
行
政
指
導
で

あ
る
こ
と
を
明
白
に
す
べ
き
こ

と
な
ど
が
討
議
さ
れ
た
。
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第18回医療研究集会 メインテーマ 

健康と平和─医療の原点をみつめて 

●日時 

　2003年９月１３日（土）～１４日（日） 
●場所 

　ホテルニュー長崎 
　長崎市・JR長崎駅隣接 

分科会・ポスターセッション 
第1分科会「在宅医療・介護」 
　　　（1会場、11演題予定、発表10分、質疑5分） 

第2分科会「医科診療の研究および工夫」 
　　　（2会場、22演題予定、発表10分、質疑5分） 

第3分科会「歯科診療の研究および工夫」 
　　　（2会場、22演題予定、発表10分、質疑5分） 

第4分科会「公害・環境・職業病」 
　　　（1会場、7演題予定、発表10分、質疑5分）　 

　●ミニ講演 
　　「諌早干拓と有明海異変」 
　　　東　幹夫 氏（長崎大学教育学部教授） 

第5分科会「医学史・医療運動史・医療と 
　　　　　  裁判・平和」 
　　　（1会場、11演題予定、発表10分、質疑5分） 

ポスターセッション 
（パネル10台予定） 

第
三
議
題
（
指
導
大
綱
、

監
査
要
綱
の
改
定
を
求
め
る

運
動
）
に
つ
い
て
、
新
潟
県

保
険
医
会
の
高
野
事
務
局
長

か
ら
「
指
導
と
監
査
を
め
ぐ

る
今
日
の
問
題
点
と
改
善
提

案
（
素
案
）」
の
問
題
提
起

が
あ
っ
た
。
そ
の
要
点
は
、

厚
生
労
働
省
や
社
会
保
険
事

務
局
が
保
険
診
療
の
質
的
向

上
及
び
適
正
化
を
目
的
と
す

る
「
個
別
指
導
」
と
不
利
益

処
分
を
伴
う
「
監
査
」
を
一

体
的
に
運
営
し
て
い
る
こ
と

の
不
当
性
を
指
摘
、
こ
れ
ま

で
の
指
導
改
善
運
動
の
到
達

点
を
ふ
ま
え
て
そ
の
根
拠
に

な
っ
て
い
る
指
導
大
綱
、
監

査
要
綱
の
具
体
的
な
改
定
を

求
め
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
九
三
年
十
月
の
富
山

個
別
指
導
事
件
や
京
都
歯
科

医
療
指
導
官
の
汚
職
事
件
を

契
機
に
、
一
九
九
四
年
十
月

に
施
行
さ
れ
た
行
政
手
続
法

と
の
整
合
性
を
は
か
る
た
め

に
指
導
大
綱
、
監
査
要
綱
が

一
九
九
五
年
十
二
月
に
改
定

さ
れ
た
。
新
指
導
大
綱
や
監

査
要
綱
で
は
、
指
導
や
監
査

の
選
定
標
準
を
明
確
化
す
る

一
方
、「
指
導
か
ら
監
査
へ

の
移
行
」
の
ル
ー
ル
化
が
は

か
ら
れ
て
い
る
。

新
指
導
大
綱
・
監
査
要
綱

の
施
行
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で

保
険
医
協
会
・
保
団
連
で

は
、
厚
労
省
や
社
会
保
険
事

務
局
へ
の
要
請
・
懇
談
に
よ

り
、
次
の
回
答
を
引
き
出
し

て
い
る
。

①
指
導
と
監
査
は
峻
別
す
べ

き
で
あ
り
、
健
康
保
険
法

の
指
導
に
は
行
政
手
続
法

上
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
（
二
〇
〇
一
年
十
月

保
団
連
北
信
越
ブ
ロ
ッ
ク

と
厚
労
省
医
療
指
導
監
査

室
長
と
の
懇
談
に
て
…
石

川
保
険
医
新
聞
第355

号

参
照
）。

②
新
規
開
業
医
の
個
別
指
導

で
は
、
指
導
後
の
自
主
点

検
に
よ
る
自
主
返
還
金
は

求
め
な
い
こ
と
。

③
指
導
対
象
と
な
る
レ
セ
プ

ト
の
患
者
名
を
事
前
に
開

示
す
る
こ
と
（
患
者
名
の

連
絡
は
「
特
定
共
同
指
導

等
の
実
施
に
係
わ
る
取
扱

い
」
に
準
じ
て
一
週
間
〜

十
日
前
に
な
っ
て
い
る

が
、
実
際
は
前
日
の
県
が

多
い
）。

④
指
導
に
お
け
る
保
険
医
の

人
権
を
守
る
た
め
弁
護
士

の
帯
同
、
テ
ー
プ
録
音
の

権
利
を
認
め
る
こ
と
（
埼

玉
県
に
続
き
、
岡
山
、
山

口
、
広
島
な
ど
多
く
の
府

県
で
、
こ
れ
が
実
現
し
つ

つ
あ
る
）。

こ
の
よ
う
な
前
進
面
が
あ

る
一
方
で
、
岡
山
協
会
が
情

報
公
開
法
に
も
と
づ
き
岡
山

社
会
保
険
事
務
局
に
個
別
指

導
を
行
う
際
に
用
い
る
講
評

セ
ッ
ト（
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
）

の
公
開
を
求
め
て
い
た
件

で
、
上
級
庁
で
あ
る
社
会
保

険
庁
は
不
開
示
に
し
た
理
由

説
明
書
で
「
個
別
指
導
は
情

報
公
開
法
第
五
条
第
六
項
イ

の
検
査
に
該
当
す
る
事
務
で

あ
り
」、
同
リ
ス
ト
を
開
示

す
る
こ
と
で
、「
違
法
又
は

不
当
な
行
為
を
容
易
に
し
、

そ
の
発
見
を
困
難
に
す
る
」

な
ど
と
記
し
て
い
る
。
社
会

保
険
庁
の
見
解
は
、
個
別
指

導
を
〝
検
査
〞
と
断
定
、
被

指
導
者
を
〝
犯
罪
者
扱
い
〞

し
て
お
り
、
従
来
の
厚
労
省

の
見
解
（
指
導
と
監
査
は
法

的
根
拠
が
異
な
る
）
に
も
反

す
る
も
の
で
あ
り
、
保
険
医

協
会
・
保
団
連
は
こ
の
理
由

説
明
書
の
撤
回
を
強
く
求
め

て
い
る
。

今
回
の
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
に

提
案
さ
れ
た
「
指
導
大
綱
、

監
査
要
綱
の
改
善
提
案
」
の

骨
子
は
以
下
の
通
り
。

指
導
大
綱
で
は
、「
行
政

手
続
法
に
則
っ
た
行
政
指
導

で
あ
る
こ
と
の
明
記
」「
指

導
と
監
査
を
リ
ン
ク
す
る
規

定
の
削
除
」「
行
政
指
導
の

手
続
き
、
指
導
方
法
、
指
導

内
容
、
指
導
後
の
措
置
に
関

す
る
事
項
」
に
つ
い
て
逐
条

的
に
改
善
内
容
を
提
案
し
、

監
査
要
綱
で
は
、「
現
監
査

要
綱
の
見
直
し
」「
新
た
に

盛
り
込
む
べ
き
規
定
、項
目
」

を
具
体
的
に
提
案
し
て
い

る
。保

団
連
北
信
越
ブ
ロ
ッ
ク

で
は
、
指
導
、
監
査
に
つ
い

て
の
法
的
検
討
も
ふ
ま
え
て

今
回
の「
改
善
提
案（
素
案
）」

を
厚
労
省
と
の
交
渉
や
国
会

で
の
質
疑
に
も
持
ち
込
む
予

定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
指

導
改
善
運
動
を
積
み
上
げ

て
、
富
山
個
別
指
導
事
件
か

ら
十
年
目
の
節
目
に
、
十
一

月
二
日
（
日
）
富
山
市
内
で

開
催
さ
れ
る「
保
団
連
審
査
、

指
導
・
監
査
改
善
対
策
担
当

者
会
議
」
を
迎
え
た
い
と
考

え
て
い
る
。

【
関
連
記
事
　
四
面
】

北信越ブロック会議 
─関連記事─ 

指導大綱、監査要綱の 
改定を求める運動 
指導大綱、監査要綱の 
改定を求める運動 
指導大綱、監査要綱の 
改定を求める運動 
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全
国
の
診
療
所
数
は
一
九
八

八
年
以
来
、
増
加
の
一
途
を
た

ど
り
、
一
九
九
八
年
に
初
め
て

九
万
施
設
を
突
破
し
た
。
現
在

に
至
っ
て
も
新
規
開
業
は
続
い

て
お
り
、
特
に
金
沢
市
周
辺
に

は
新
規
開
業
施
設
が
乱
立
の
様

相
を
呈
し
て
い
る
。
一
九
六
五

年
代
後
半
の
医
大
新
設
ラ
ッ
シ

ュ
の
影
響
に
よ
り
、
そ
の
後
年

間
八
千
人
以
上
の
医
師
が
誕
生

し
続
け
て
お
り
、
ま
た
さ
ら
に

開
業
適
齢
期
で
あ
る
三
十
〜
四

十
歳
代
の
医
師
数
が
他
年
代
と

比
較
し
て
突
出
し
て
い
る
。
一

方
で
病
院
数
は
減
少
傾
向
に
あ

り
、
勤
務
医
の
ポ
ス
ト
、
特
に

そ
の
世
代
が
満
足
し
う
る
ポ
ス

ト
は
確
実
に
減
っ
て
い
る
。
こ

の
状
況
は
今
後
も
持
続
す
る
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
全
国

に
お
い
て
開
業
志
向
は
衰
え
て

い
な
い
ば
か
り
か
、
ま
す
ま
す

熱
を
帯
び
て
く
る
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。

一
昔
前
は
、
開
業
す
る
と
多

額
納
税
者
に
な
る
こ
と
は
ほ
ぼ

約
束
さ
れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど

無
担
保
で
も
金
融
機
関
の
融
資

を
受
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
現
在
の
医
療
情

勢
と
経
済
情
勢
で
は
「
長
者
番

付
ラ
ン
ク
イ
ン
」
な
ど
は
ま
さ

に
「
夢
の
ま
た
夢
」
で
、
い
か

に
生
活
費
と
必
要
経
費
を
確
保

す
る
か
が
課
題
と
な
る
。
今
後

も
こ
の
状
態
が
改
善
す
る
こ
と

は
望
め
ず
、
ま
す
ま
す
悪
化
し

て
い
く
こ
と
は
間
違
い
な
く
、

「
せ
っ
か
く
医
者
に
な
っ
た
の

に
」
と
落
ち
込
む
人
も
多
か
ろ

う
。
し
か
し
逆
転
の
発
想
も
大

事
で
、
昔
の
医
師
と
比
べ
る
の

で
は
な
く
、
現
在
の
他
業
種
と

比
較
す
る
と
ま
だ
ま
だ
希
望
の

光
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

本
業
の
み
で
破
綻
し
た
医
療
機

関
は
あ
ま
り
聞
い
た
こ
と
が
な

い
の
で
、
要
は
方
法
論
を
誤
ら

な
け
れ
ば
よ
い
の
で
は
？
と
考

え
た
。

私
は
、
今
回
の
開
業
に
あ
た

り
で
き
る
だ
け
投
資
し
な
い
こ

と
に
し
た
。
金
融
機
関
は
今
で

も
あ
る
程
度
ま
で
の
融
資
は
し

て
く
れ
る
。
他
業
種
と
比
較
し

て
医
師
に
対
し
て
は
未
だ
に

「
貸
し
渋
り
」
は
弱
い
の
だ
。

し
か
し
、
い
ず
れ
は
返
さ
な
く

て
は
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
、

金
融
機
関
は
融
資
先
の
業
績
が

傾
け
ば
債
権
回
収
に
走
り
、
追

加
融
資
は
ス
ト
ッ
プ
し
、
こ
の

時
点
で
破
綻
と
な
る
。
業
績
が

安
定
し
て
い
て
も
担
保
価
値
が

下
落
す
れ
ば
追
加
担
保
を
要
求

さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
言
葉
は
悪
い
が
「
必
ず
儲
か

る
」
時
代
が
終
焉
し
た
以
上
、

「
貸
し
剥
が
し
」
に
関
し
て
の

「
医
師
優
遇
措
置
」
は
期
待
で

き
な
い
。
ま
た
、
医
業
収
益
は

保
険
点
数
に
縛
ら
れ
て
お
り
、

投
資
の
多
寡
に
よ
り
増
減
す
る

も
の
で
は
な
い
の
で
、
投
資
効

率
を
高
め
る
こ
と
と
は
、
投
資

を
可
能
な
限
り
小
さ
く
す
る
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

継
承
開
業
の
最
大
の
メ
リ
ッ

ト
は
、
不
動
産
投
資
を
極
力
縮

小
で
き
る
こ
と
に
あ
る
。
買
収

も
可
、
レ
ン
タ
ル
契
約
も
可
で

あ
る
。
レ
ン
タ
ル
の
場
合
は
そ

の
賃
貸
料
は
全
額
損
金
で
処
理

で
き
る
の
で
、
節
税
効
果
も
期

待
で
き
る
。
ま
た
、
も
と
も
と

通
院
し
て
い
た
患
者
さ
ん
の
継

続
通
院
も
期
待
で
き
る
た
め
、

そ
の
立
ち
上
げ
の
苦
労
も
軽
減

で
き
る
。
た
だ
し
、
建
物
の
耐

久
性
は
十
分
か
？
前
医
は
盛
業

で
あ
っ
た
か
？
そ
の
他
の
諸
条

件
の
詰
め
は
重
要
で
あ
る
。
さ

ら
に
レ
ン
タ
ル
の
場
合
は
、
オ

ー
ナ
ー
の
人
柄
が
最
も
大
事
な

条
件
で
あ
る
。
開
業
医
の
子
息

で
な
く
と
も
、
非
血
縁
者
か
ら

の
継
承
を
目
指
せ
ば
、
今
後
も

無
理
な
く
開
業
す
る
こ
と
は
可

能
で
あ
る
。

以
上
、
長
々
と
屁
理
屈
を
述

べ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
う
し
た

方
法
論
だ
け
で
な
く
医
者
で
あ

る
以
上
患
者
さ
ん
へ
の
サ
ー
ビ

ス
提
供
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
大
人
も
子

ど
も
も
快
く
感
じ
る
東
京
デ
ィ

ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
よ
う
な
気
配

り
を
目
指
し
た
職
員
教
育
、
電

子
カ
ル
テ
導
入
に
よ
る
待
ち
時

間
短
縮
と
会
計
業
務
の
効
率

化
、
そ
し
て
医
師
の
本
来
の
業

務
で
あ
る
「
正
確
な
診
断
と
適

切
な
治
療
」
の
提
供
、
こ
れ
ら

の
テ
ー
マ
を
確
実
に
こ
な
せ

ば
、
こ
の
荒
波
を
乗
り
越
え
る

こ
と
は
難
し
く
な
い
で
は
な
い

か
？医

師
と
し
て
だ
け
で
は
な
く

経
営
者
と
し
て
の
能
力
が
試
さ

れ
る
時
代
に
あ
た
り
、
け
っ
し

て
他
人
任
せ
に
せ
ず
に
自
力
で

が
ん
ば
る
の
も
ま
た
趣
の
あ
る

こ
と
で
は
な
い
か
と
ほ
く
そ
え

み
な
が
ら
、
今
日
も
の
ん
び
り

診
療
す
る
日
々
を
過
ご
す
。

医
師
と
し
て
の
能
力
と
と
も
に 

経
営
者
と
し
て
の
能
力
も
必
要 

ば
ん
ど
う
内
科
診
療
所
　
板
東
　
琢
麿（
松
任
市
） 

第5回 

会員デビュー講演 　 1

テ
ー
マ 

テ
ー
マ 

継
承（
非
血
縁
者
）に
よ
る
診
療
所
開
業
に
つ
い
て 

ばんどう内科診療所開業について
そのノウハウを語る板東琢麿会員

第
二
十
九
回
定
期
総

会
に
て
新
し
い
会
長
が

就
任
し
、
は
や
数
カ
月

が
経
過
し
た
。
総
会
で

承
認
さ
れ
た
活
動
方
針

に
基
づ
い
て
の
諸
活
動

が
進
行
中
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
掘
り

下
げ
て
現
状
分
析
と
わ
れ
わ
れ
の
行

く
道
を
考
え
て
み
た
い
。

昨
年
来
、
わ
れ
わ
れ
や
医
師
会
・

歯
科
医
師
会
な
ど
医
療
諸
団
体
も
診

療
報
酬
改
悪
に
対
し
未
曾
有
の
強
力

な
反
対
運
動
を
展
開
し
て
き
た
。
結

果
的
に
は
ご
存
じ
の
通
り
、
ほ
ぼ
完

敗
の
結
果
に
終
わ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
事
態
を
日
本
の
社
会
保
障
全

体
の
危
機
と
と
ら
え
、
い
か
に
こ
の

状
況
を
打
開
し
、
同
時
に
国
民
に
広

く
社
会
保
障
の
意
義
を
認
識
し
て
も

ら
う
に
は
、
今
後
ど
ん
な
運
動
が
必

要
か
を
熟
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
社
会
保
障

と
は
何
か
、
ど
う
し
て
現
代
社
会
に

必
要
な
の
か
、
本
質
論
に
迫
っ
た
学

習
を
し
て
、
自
信
を
も
っ
て
人
を
説

得
で
き
る
く
ら
い
の
力
量
を
身
に
つ

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

協
会
活
動
の
学
術
の
分
野
で
は
、

本
年
三
月
号
『
月
刊
保
団
連
』
に
掲

載
さ
れ
た
、
当
協
会
の
歯
科
部
長
執

筆
の
「
口
腔
病
変
を
診
る
〜
歯
科
の

立
場
か
ら
医
科
へ
〜
」
は
ま
さ
に
画

期
的
な
論
文
で
あ
る
。
こ
の
分
野
こ

そ
、
ま
さ
に
「
医
科
歯
科
一
体
た
る

保
険
医
協
会
」
に
ふ
さ
わ
し
い
研
究

分
野
で
あ
り
、
そ
の
先
鞭
を
わ
が
石

川
協
会
が
切
っ
た
こ
と
は
、
大
変
意

義
深
く
誇
り
に
思
う
。
今
後
さ
ら
な

る
学
問
的
な
裏
付
け
が
期
待
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
会
員
デ
ビ
ュ
ー
講
演
や

在
宅
医
療
の
講
習
会
な
ど
、
ユ
ニ
ー

ク
な
企
画
が
次
々
実
施
さ
れ
、
好
評

を
得
て
い
る
の
も
心
強
い
限
り
で
あ

る
。さ

て
、
協
会
は
来
年
創
立
三
十
年

を
迎
え
る
。
協
会
が
こ
こ
ま
で
発
展

し
た
の
は
、
陰
ひ
な
た
に
支
え
て
き

て
く
れ
た
事
務
局
員
の
功
績
が
ま
こ

と
に
大
き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。特
に
わ
が
協
会
事
務
局
員
は
、

理
事
、
役
員
、
会
員
と
連
帯
し
、
優

れ
た
政
策
策
定
能
力
を
持
つ
こ
と
は

特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
今
後
も
、
業

務
の
多
様
化
・
複
雑
化
に
対
応
す
べ

く
、
各
個
人
の
責
任
を
明
確
に
し
、

そ
の
得
意
と
す
る
分
野
で
の
専
門
的

技
量
を
高
め
る
一
方
、
広
い
協
会
活

動
に
柔
軟
に
対
応
す
る
能
力
を
各
人

さ
ら
に
一
層
磨
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。

最
後
に
、
今
日
の
協
会
が
あ
る
の

は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
先
輩
諸
先
生

方
の
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
努
力
が
あ
っ

た
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

創
立
当
時
、
誤
解
と
偏
見
で
今
日
で

は
想
像
も
で
き
な
い
よ
う
な
困
難
を

克
服
し
て
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
、

現
役
の
会
員
、
役
員
は
決
し
て
忘
れ

て
は
い
け
な
い
。

今
日
の
社
会
状
況
を
見
れ
ば
、
今

後
の
道
は
平
坦
で
は
な
く
、
さ
ら
に

大
き
な
障
害
が
待
ち
受
け
て
い
る
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
新
会
長
の
も

と
、市
民
と
と
も
に
希
望
を
持
っ
て
、

一
歩
一
歩
着
実
に
前
進
し
て
い
こ
う

で
は
な
い
か
。

ま
も
な
く
創
立
三
十
周
年
 

ま
も
な
く
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立
三
十
周
年
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■お申し込み方法 
（新規開業医に限ります） 

新規開業医懇談会のご案内 
7月12日（土）午後6時半～午後9時 

新規開業医懇談会のご案内 
と　き 

金沢都ホテル 5階・能登の間 ところ 

①第三者継承による開業体験報告 板東琢麿 会員 
②石川県における指導・監査の実際 西田直巳 副会長 
③新規開業医の経営・税務 中村栄希 顧問税理士 

参加申し込み 電話・FAXにてお申し込みください 電話：076－222－5373  FAX：076－231－5156

問題 
　提起 
問題 
　提起 
問題 
　提起 

三宅靖理事 　　　　開業2年以内の新規開業医、公的病院医局（勤務医） 

新規開業医の手引き 
会員に無料でお送りします。 会員に無料でお送りします。 

FAXまたはE-mailで 
　会員は医療機関名と電話番号を。非会員は郵
便番号、住所、電話番号、医療機関名、お名前をご
記入の上、ご請求下さい。 

F A X  076（231）5156 
E-mail  iskw_sugino@doc-net.or.jp

司会者 案内先 
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もう一つの核戦争―イラク・湾岸戦争の子どもたち 

森住 卓　講演会 森住 卓　講演会 森住 卓　講演会 
『Ａ Different Nuclear War Different Nuclear War―Children of the Gulf War Children of the Gulf War 

（もう一つの核戦争核戦争－湾岸戦争湾岸戦争の子どもたち）』 
より転載転載。 

写真写真・文・森住卓森住卓 
劣化劣化ウラン弾禁止弾禁止を求める 

グローバル・アソシエーション編 

『Ａ Different Nuclear War―Children of the Gulf War 
（もう一つの核戦争－湾岸戦争の子どもたち）』 

より転載。 

写真・文・森住卓 
劣化ウラン弾禁止を求める 

グローバル・アソシエーション編 

石川県保険医協会『会員名簿』訂正・追加（２００３年５月３１日現在） 
５月初旬にお送りしました『会員名簿』で、次の訂正と追加がありますので、お知らせします。発行後～５月末現在の追加も掲載してあります。 

　訂正：第8地区　中山芳男先生のFAX番号「076-262-5124」を「076-262-5134」に訂正 

●32頁 
　追加：第7地区 

宮本光仁先生 921-8016 金沢市東力町ニ286 076-291-6846 宮本歯科医院 

●28頁 
　追加： 

千間純二先生 927-0431 鳳至郡能都町宇出津山分2‐32‐２ 0768-62-10130768-62-1001 千間内科クリニック 

●29頁 
　訂正：松村孝之先生を削除 

●13頁 
　追加： 

●4頁 
　訂正：大谷溥子先生の医療機関名「大谷医院」を「おおや医院」に訂正。 

内科・循環器科 

●27頁 
　追加： 

岡部源一先生 926-0021 七尾市本府中町2‐23‐1 0767-52-3007 岡部内科クリニック 内科 

●22頁 
　追加： 

矢ヶ崎亮先生 924-0804 松任市徳丸町597 076-275-5166 076-274-2201 矢ヶ崎外科医院 外科・整形外科・胃腸科 

●21頁 
　追加： 

中出忠宏先生 929-0206 石川郡美川町鹿島平11‐60ボストンガーデン美川内 076-278-5511 076-278-5552 なかでクリニック 内科・皮膚科・泌尿器科 

●18頁 
　追加： 

●17頁 
　訂正：荒木良平先生を荒木重平先生に訂正。 
　　　　楠野幸次先生の医療機関名「楠野脳神経外科医院」を「楠野医院」に訂正。 

●14頁 
　訂正：丘村誠先生の診療科「産科」を「産科・婦人科・内科」に訂正。 
　　　　藤田秀人先生の医療機関名を「金沢赤十字病院」とし、「北７連区」から「南１連区」に訂正。 

藤井浩之先生 923-8560 小松市向本折町ホ60 0761-22-7111 小松市民病院 内科 

●15頁 
　追加： 

上田操先生 920-8203 金沢市鞍月5丁目5 076-239-0136 076-239-0256 もみの木醫院 内科・胃腸科 

野口卓夫先生 920-8616 金沢市京町20‐3 076-251-6111 076-252-5881 城北病院 内科 

丸山博昭先生 920-0345 金沢市藤江北4丁目202 076-266-7600 丸山こどもクリニック 小児科 
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五
月
二
十
五
日
、
大
阪
の
三

井
ア
ー
バ
ン
ホ
テ
ル
を
会
場

に
、
保
団
連
地
域
医
療
部
会
が

開
催
さ
れ
た
。
午
前
中
は
医
科

歯
科
合
同
部
会
、
午
後
は
医
科

部
会
と
し
て
会
議
が
も
た
れ

た
。午

前
の
合
同
部
会
で
は
、
保

団
連
の
介
護
保
険
対
策
と
し

て
、
各
協
会
か
ら
の
介
護
報
酬

不
合
理
是
正
要
求
を
作
成
し
、

七
月
の
理
事
会
で
確
認
し
、
厚

生
労
働
省
に
要
求
を
出
す
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
二
〇
〇
五
年
度
の
介

護
保
険
の
抜
本
改
正
に
つ
い
て

保
団
連
と
し
て
も
改
革
・
改
善

要
求
を
し
て
い
く
と
の
こ
と

で
、
こ
れ
ら
介
護
保
険
に
つ
い

て
の
諸
提
案
に
つ
い
て
議
論
し

た
。な

お
、
当
協
会
よ
り
、
介
護

保
険
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
が
支

援
し
た
、
要
介
護
認
定
へ
の
審

査
請
求
が
石
川
県
介
護
審
査
会

で
認
容
さ
れ
た
こ
と
を
、
画
期

的
な
成
果
と
し
て
当
日
報
告
し

た
。

【
関
連
記
事
　
五
面
】

午
後
は
医
科
部
会
と
し
て
開

催
さ
れ
、
小
児
の
救
急
医
療
や

小
児
の
予
防
接
種
の
自
己
負
担

金
の
問
題
、
今
話
題
の
Ｓ
Ａ
Ｒ

Ｓ
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
討
議

し
た
が
、
当
日
、
小
児
科
専
門

医
や
感
染
症
専
門
医
の
出
席
が

な
く
、
議
論
は
深
ま
ら
な
か
っ

た
。ま

た
、
事
前
に
在
宅
医
療
調

査
と
称
し
て
、
部
員
に
昨
年
十

月
の
老
人
医
療
費
一
割
定
率
負

担
の
及
ぼ
す
影
響
を
、
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
の
結
果
を
も
と
に
議

論
し
た
。
全
国
的
に
見
る
と
在

宅
診
察
な
ど
が
減
っ
た
と
こ

ろ
、
横
這
い
の
と
こ
ろ
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
で
あ
っ
た
。

そ
の
ほ
か
、
こ
の
秋
（
十
月

二
十
六
日
）
東
京
に
て
、
地
域

医
療
交
流
集
会
を
、
在
宅
医
療

を
テ
ー
マ
に
開
催
す
る
予
定
で

あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
コ
ン
セ

プ
ト
を
も
と
に
、
ど
の
よ
う
な

演
題
を
募
る
か
な
ど
に
つ
い
て

討
議
し
た
。

今
回
の
部
会
は
、
例
に
よ
り

広
汎
な
テ
ー
マ
を
討
議
し
た

が
、
結
論
が
で
な
く
て
問
題
先

送
り
に
な
っ
た
議
題
が
多
か
っ

た
。ま

た
、
午
前
部
会
の
冒
頭
、

兵
庫
協
会
の
畠
中
部
員
が
『
月

刊
保
団
連
』
四
月
号
に
寄
せ
た

論
文
「
地
域
医
療
部
の
研
究
会

と
支
部
活
動
」
の
中
で
、
当
保

団
連
の
地
域
医
療
部
の
研
究
会

の
在
り
方
に
批
判
的
な
意
見
を

書
か
れ
た
件
に
関
し
、
地
域
医

療
部
と
し
て
論
議
し
た
が
、
部

会
そ
の
も
の
あ
る
い
は
、
保
団

連
の
各
部
会
の
在
り
方
を
め
ぐ

る
本
質
的
、
か
つ
深
刻
な
問
題

で
あ
り
、
今
後
、
保
団
連
理
事

会
な
ど
で
議
論
し
て
い
く
こ
と

に
な
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も

地
域
医
療
部
も
大
き
な
曲
が
り

角
に
い
る
と
い
う
印
象
を
強
く

感
じ
た
。
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副
会
長
　
喜
多
　
徹（
野
々
市
町
・
内
科
） 

報
告
 

今年度の個別指導の対象は標欠病院が中心か？ 

例年５月に開かれている石川県の選定委員会は、今年度は６月中旬まで遅れて

います。選定委員会の開催が遅れているのは、「会計検査院の実地調査において、

問題のあった保険医療機関等（標欠病院）について速やかに次年度の個別指導に

反映させる」（厚労省保険局医療課医療指導監査室長通知１月14日付）ため、こ

れまでの主な選定対象であった集団的個別指導連動高点数の医療機関との調整に

難渋しているためと思われます。 

会計検査院による実地検査では、「著しい医師不足等であるのに、入院基本料

について所定の控除をしないで算定していた」「医師の数が標準人員を満たして

いないのに、療養病棟療養環境加算当を算定していた」「著しい医師不足等であ

るため、入院時食事療養（Ⅱ）を算定すべきところ入院時食事療養（Ⅰ）を算定

していた」等が主な指摘事項に挙げられています。 

従って、平成15年度の都道府県における医科の個別指導の対象は、標欠病院を

中心に実施される可能性があります。実際の選定結果については、下記の情報開

示により明らかになります。 

指導関係の行政文書を開示請求しました！ 

保険医協会は６月10日、情報公開法にもとづき石川社会保険事務局に指導関連

資料の開示請求を行いました。当会からの開示請求は今年で３年目です。今後も

毎年同時期に定点観測していくことにしています。 

当会が開示請求した行政文書は、石川社会保険事務局から１カ月以内に「開示」

「一部開示」「不開示」の決定が行われた後、交付されることになっています。 

「開示」「一部開示」された文書にもとづき、石川県における指導・監査の実

施状況や指摘事項等について本紙に紹介します。 

＜開示請求した行政文書一覧＞ 
・ 平成15年度選定委員会構成表 

・ 平成15年度選定委員会議題及び資料、同議事録 

・ 石川社会保険事務局及び石川県における平成15年度医療機関等指導計画 

・ 平成15年度集団的個別指導・保険医療機関選定リスト兼整理票 

・ 平成15年度個別指導実施対象医療機関一覧 

・ 平成15年度個別指導対象者の選定理由 

・ 平成14年度集団指導、集団的個別指導、個別指導実施結果 

・ 平成14年度中に実施された個別指導にかかる指導記録票 

・ 平成14年度中に実施された保険医療機関の指導・監査実施状況報告書 

・ 平成14年度中に実施された行政処分、行政措置状況報告書 

・ 過去10年間（平成5年～平成14年）に実施された行政処分、行政措置状況報告書 

・ 個別指導実施通知書及び返還金同意書（見本） 
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１　審査請求の提起まで
2002年９月、国際高齢者年・石川NGOの介護保険オンブズパーソンに対して、

一件の相談が寄せられた。その内容は次のとおりである。相談者（以下「Ａさ

ん」とする。）は、両膝変形性関節症、神経因性膀胱などにより、入退院を繰り

返していた。通院加療時に要介護認定の更新のための訪問調査がＢ町により行

われ、要介護３から要介護２に下がる判定が出された。Ａさんは、「特に状態が

変わったわけでもないのに、要介護度が３から２に下がったのが、どうしても

納得いかない」と強く主張され、不服申し立てをする決意を述べられた。

介護保険オンブズパーソンは、この審査請求を支援することとなった。そ

して、昨年10月29日、石川県介護保険審査会に対して、「2002年８月30日付け

で通知された要介護認定に関する更新認定の処分（要介護３から要介護２へ

の変更）について、介護認定審査会において請求人の身体的機能及び介護の

必要性についての検討がどのようになされた結果なのか納得のいかないもの

であるので、この処分の取り消しを求める」とする審査請求を提起した。

２　審査請求の経過

３　認容裁決の整理
次の３点を理由に、不服申し立ては認められた。

①訪問調査員による調査内容と請求人の生活実態の相違

訪問調査員の特記事項には「日中一人で過ごすことが多く介助されてい

ないことが多い」との記載があったが、Ａさんの口頭意見陳述と介護保険

審査会の専門調査員による調査により、「ほとんど介護者が在宅している」

という事実が明らかになった。したがって、「認定調査員によるほとんど介

護者が不在との特記事項は妥当性がないものと判断せざるを得ない」とし、

Ａさんの主張を認めた。

②基本調査結果と事実の相違（「排尿後の後始末」について）

Ａさんは終日の紙おむつと日中ポータブルトイレを使用しており、訪問

調査員は「より頻回にみられる状況に基づいて」、排尿後の後始末を「自立」

とした。しかし、Ａさんと代理人は、厚労省の「認定調査票問答集」に基

づき、上記の状態は「自立」ではなく「間接的援助」と判断すべきであっ

たと主張した。裁決もＡさんの主張を全面的に認め、「日中ポータブルトイ

レを使用している頻度の方が多いことから「間接的援助」と判断するのが

妥当である」とした。

③審査会による独自認定結果

介護保険審査会は、関係書類及び審査会の専門調査員による調査結果を

基に一次判定をやり直したところ、要介護３と判定されるとした。

以上の結果、「原処分については、これを是正すべきものと判断される」

とし、原処分を取り消す「認容」の裁決がなされた。その後、Ａさんのも

とにＢ町から要介護３の通知が正式に届き、不服申し立てが全面的に認め

られることとなった。

４　まとめ
この審査請求をまとめるにあたっては、次の点が特筆すべき事項と思われ

る。①審査請求をするにあたり、情報公開制度を利用して、訪問調査票や審

査会議事録など貴重な証拠を入手することができた。②介護保険オンブズパ

ーソンは、さまざまな職種（弁護士、研究者、医療ソーシャルワーカーなど）

からなっており、それぞれの切り口で支援することができた。③Ａさんの生

活実態を口頭意見陳述により明らかにしたことが、認容裁決の理由に大きく

寄与した。同時に、審査会も独自に専門調査員による聞き取り調査等を行い、

Ａさんの生活実態を正確に把握しようと努めたことは評価できる。④事実認

定と実態との乖離だけでなく、法令に基づく（本件では通達が中心であった

が）主張をするのも認容裁決を勝ち取るには不可欠である。

そして、Ａさんが介護保険制度に対してもっていた不満－本来、介護人がい

るいないにかかわらず、本人の状態をきちんと把握して要介護度をきめるべき

なのに、今の要介護度認定は家族がいかに手をかけているかで要介護度が高く

なっているという制度そのものの矛盾－をきちんと主張できたと、Ａさんご自

身の口から言ってもらえたことに、何よりも大きな成果をみることができる。

審査請求は、不服・不満の解決が第１であるのはもちろんだが、審査請求を通

して制度そのものの問題点を広くアピールするという側面がある。例えば今回

のように要介護２を要介護３にしてほしいということであれば、速やかに要介

護区分変更申請を行い解決するという手段もあるが（審査請求に比べるとむし

ろ早期に決着がつくと思われるが）、それでもあえて審査請求を行う意義があ

るということが、今回のケースであらためて再確認できたのである。

今後も、介護保険オンブズパーソンとしては、審査請求を支援する活動を通

じて、一人でも多くの方の不服や苦情を解決するとともに、介護保険制度のさ

まざまな矛盾を広く問題提起していく活動を続けていきたいと考えている。

2002. 8. 6 
 8. 29 
 9. 10 
 10. 7 
 
 10. 24 
 10. 29 
 12. 26 
2003. 1. 14 
 1. 28 
 1. 30 
 4. 10

要介護認定更新申請 
Ｂ町介護認定審査会で要介護２と判定 
情報公開制度を利用して公文書開示請求 
公文書部分開示決定通知書を郵送で受け取る 
（主治医意見書・訪問調査票・審査会議事録） 
介護保険オンブズパーソン委員会で審査請求について検討 
審査請求書提出 
Ｂ町の弁明書が郵送される 
反論書提出 
口頭意見陳述（Ａさんの息子さん他、総勢５名） 
介護保険審査会Ａさん宅家庭訪問、入院中のＡさんを再調査 
認容の裁決書送付 

介護保険審査請求で「認容」裁決を勝ち取る 介護保険審査請求で「認容」裁決を勝ち取る  
～石川県で初めての快挙～ 

介護保険審査請求で「認容」裁決を勝ち取る 
～石川県で初めての快挙～ 

国際高齢者年・石川NGO事務局　工藤　浩司 

今年の3月、石川県の介護保険審査会は、要介護認定に対する不服申し立てに対して、「認容」の裁決（不服申し立ての内容を認めて、要介護認定を取り消

すこと）を相次いで２件出しました。介護保険制度が始まってからこれまでの間、石川県では不服申し立てが認められたケースはなかったので（別表「石川県

介護保険審査会における裁決の状況」参照）、これは画期的なことでした。このケースのうちの１件は、国際高齢者年・石川ＮＧＯ（事務局：石川県保険医協

会）の介護保険オンブズパーソンが、審査請求の代理人として支援をしたものです。以下に、この裁決の概要を整理して紹介します。
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石川県介護保険審査会における裁決の状況 
（審査期間　1999年10月～2003年3月） 

イ、審査請求の状況 

（注 1 ）内灘町住民が2003年3月24日に審査請求した事例で、現在審査継続中である。 

155

審査請求件数 裁決件数 取り下げ 

5

5

150 （うち集団142） 

0

161

5  （うち集団2） 

6

155 （うち集団144） 

1

区分 

1（注1） 

審査中 

0保険料関係 

要介護認定関係 

合　　計 

単位：件 

ロ、裁決の内訳 

（注 2 ）内灘町と鶴来町住民による審査請求事例で、2003年4月10日付の裁決書が請求人及び代理人に届いた。 
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却下 棄却 計 

2

155

147 （うち集団141） 

5

4

150 （うち集団142） 

1

3  （うち集団1） 

2

区分 

2（注2） 

認容 

0保険料関係 

要介護認定関係 

合　　計 

単位：件 

【用語の解説】 
審査請求＝現処分をした行政庁以外の行政庁（上級行政庁や第三者機関）に対してする行政不服申し立て 
裁　　決＝審査請求に対する審査庁の最終判断 
却　　下＝審査請求が不適法である場合に、これを退ける裁決 
認　　容＝審査請求に理由がある場合に、現処分を取り消す裁決 
棄　　却＝審査請求に理由がない場合に、これを退ける裁決 

2003年4月21日現在 
資料提供・石川県長寿社会課 

『医療改悪・介護・福祉「改定」を考える』の開催案内 
国民の声と願いを無視して４兆円の国民負担増となる医療改悪、介護保険料の引き上

げ、年金支給額削減等が実施された。今回のシンポジウムはこれらの影響について認識を
共有し、負担軽減の取り組みや、政府に向けた共同の運動を推進するため開催する。 

【記】 

シンポ 
ジウム 

日　時 

パネラー 

6月28日（土） 
午後1時半～午後２時５０分 

会　場 労災会館 3階ホール 
（金沢市西念1丁目） 

参加料 無　料 主　催 

①高齢者医療の改悪や医療保険3割負担の影響はどうなっているのか？ 
　石川県保険医協会事務局長　神田　順一 
②在宅高齢者の暮らしの現状・介護からみえてくるもの 
　ヘルパーステーションたんぽぽ所長　川村　順子 
③特養ホーム入所基準や介護報酬の改定で施設はどのように変わるのか？ 
　やすらぎホーム生活指導員　山口　修治 
④中小零細業者の現状と国民健康保険制度 
　石川県商工団体連合会事務局長　金森富美子 

石川県社会保障推進協議会 

〈別表〉 
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5月21日、中医協診療報酬基本問題小委員会で、再診料逓減制の見直し問題が議論
され、財政に影響を与えない（財政中立）範囲内での逓減制の廃止ということで意
見が一致した。中医協は厚労相の諮問に対し即日答申し、5月29日に官報告示され、
6月1日から実施されることとなった。
具体的には、①「2001年社会医療診療行為別調査データ」に基づき「1点影響率」
を算出、②2002年診療報酬改定の再診料に係る改定幅である「－0．08％」にあわせ
るように引き下げ幅を算出した。結果として診療所・病院の再診料については、従
来の「月の1回目」、「月の2、3回目」、「月の4回目」と逓減する制度を廃止する代わ
りに、点数を従来の「月の2、3回目」よりも1点低い点数で統一することとなった。
また、外来管理加算の逓減制も廃止された。
この結果、月をまたぐと負担が変わるなど患者に説明のつかない不合理な制度で
ある「逓減制」については廃止されたものの、診療実日数3日目までの再診はすべて
引き下げとなることから、再診回数の少ない診療科にとってはさらなるマイナス改
定を強いられることとなった。
なお、再診料以外の改定は行われていないので、例えばリハビリ、消炎鎮痛等処
置の逓減制や慢性疼痛疾患管理料については、従来どおりの点数、取扱いとなって
いる。

１．改定の概要
（1）再診料、外来診療料ともに逓減制が廃止された。
（2）改定後の再診料は、従来の「月の2、3回目」の再診料より1点低く設定され、再
診回数の少ない診療科にとってはマイナス改定となった。

（3）外来管理加算の逓減制も廃止され、従来の「月の3回目まで」の点数で統一され
た。

（4）老人の外来管理加算を算定できないものから「老人慢性疾患外来総合診療」が
削除されたが、これは昨年10月に外来総合が廃止されたことに伴うものであり、
取扱いに変更はない。

（5）再診料のレセプト記載要領も逓減制廃止にあわせて改定され、次のとおり2002
年3月以前の記載方法に戻った。
ア　再診及び外来管理加算の項に所定点数、回数及び合計点数を記載する。
イ　継続管理加算を算定した場合は、再診の項に、点数は空白とし、再診料の
算定回数及び再診料の合計点数と継続管理加算の点数を合計した点数を記載
する。

２．改定点数

３．改定の内容（告示の改定）※二重線部を削除、下線部を追加
＜一般点数＞

Ａ001 再診料
１　病院の場合　58点
イ　月の1回目の受診の場合　65点
ロ　月の2回目又は3回目の受診の場合　59点
ハ　月の4回目以降の受診の場合　30点
注　15歳未満の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者については、ロ
に掲げる所定点数を算定する。

２　診療所の場合　73点
イ　月の1回目の受診の場合　81点
ロ　月の2回目又は3回目の受診の場合　74点
ハ　月の4回目以降の受診の場合　37点
注　15歳未満の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者については、ロ
に掲げる所定点数を算定する。

注１～３　略（変更なし）
注４　入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労

働大臣が定める検査並びにリハビリテーション、精神科専門療法、処置、
手術、麻酔及び放射線治療を行わず、計画的な医学管理を行った場合は、
外来管理加算として、次に掲げる点数を所定点数に52点を加算する。
イ　月の3回目までの受診の場合　52点
ロ　月の4回目以降の受診の場合　26点
注　15歳未満の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者については、

イに掲げる所定点数を算定する。
注５、６　略（変更なし）
Ａ002 外来診療料　68点
１　月の1回目の受診の場合　77点
２　月の2回目以降の受診の場合
イ　15歳未満の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者の場合　70点
ロ　イ以外の場合　35点

注１～４　略（変更なし）

＜老人点数＞

1 老人再診料
イ　病院の場合　58点
（1）　月の1回目の受診の場合　65点
（2）　月の2回目又は3回目の受診の場合　59点
（3）　月の4回目以降の受診の場合　30点
注　別に厚生労働大臣が定める患者については、（2）に掲げる所定点数を算定
する。

ロ　診療所の場合　73点
（1）　月の1回目の受診の場合　81点
（2）　月の2回目又は3回目の受診の場合　74点
（3）　月の4回目以降の受診の場合　37点
注　別に厚生労働大臣が定める患者については、（2）に掲げる所定点数を算定
する。

注１、２　略（変更なし）
注３　入院中の患者以外の患者に対して、老人慢性疾患外来総合診療、慢性疼痛

疾患管理、痴呆患者在宅療養指導管理、別に厚生労働大臣が定める検査並び
にリハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔及び放射線治療
を行わず、計画的な医学管理を行った場合は、老人外来管理加算として、次
に掲げる点数を病院にあっては47点、診療所にあっては57点をそれぞれ所定
点数に加算する。
イ　病院の場合
（1）　月の3回目までの受診の場合　47点
（2）　月の4回目以降の受診の場合　24点
注　別に厚生労働大臣が定める患者については、（1）に掲げる所定点数
を算定する。

ロ　診療所の場合
（1）　月の3回目までの受診の場合　57点
（2）　月の4回目以降の受診の場合　29点
注　別に厚生労働大臣が定める患者については、（1）に掲げる所定点数
を算定する。

注４、５　略（変更なし）
２　老人外来診療料　68点
イ　月の1回目の受診の場合　77点
ロ　月の2回目以降の受診の場合
（1）　別に厚生労働大臣が定める患者の場合　70点
（2）　（1）以外の場合　35点
注１～３ 略（変更なし）

４．レセプト記載要領の改定（二重線部を削除、下線部を追加）
「再診」欄について

ア　外来診療料については、本欄に所要の事項を記載する。月の2回目以降の受診に
ついて、低減しない外来診療料を算定した場合は、「摘要」欄に通と表示すると
ともに、低減しない外来診療料の算定回数を記載する。
月の1回目の受診に係る外来診療料を2回以上算定した場合は、「摘要」欄にその

旨及び月の1回目の受診に係る外来診療料を算定した回数を記載する。
また、旧総合病院について、月の1回目の受診に係る外来診療料を算定している

場合は、「摘要」欄に算定回数を記載する。
イ　再診及び外来管理加算の項には、所定点数、回数及び合計点数を記載する。な
お、外来管理加算については、月の3回目までの受診に係る回数及び月の4回目以
降の受診に係る回数をそれぞれ記載する。また、継続管理加算を算定した場合は、
再診の項に、点数は空白とし、再診料の算定回数（継続管理加算の回数は含めな
い。）及び再診料の合計点数と当該加算点数を合計した点数を記載する。
月の4回目以降の受診について、低減しない再診料を算定した場合は、「摘要」

欄に通と表示するとともに、低減しない再診料の算定回数（月の2回目及び3回目
の受診の回数を含む。）を記載する。
なお、同一日に2回以上の再診（電話等再診を含む。）がある場合には、その旨
を「摘要」欄に記載する。
月の1回目の受診に係る再診料を2回以上算定した場合は、「摘要」欄にその旨、

月の1回目の受診に係る再診料の算定回数、月の2回目及び3回目の受診に係る再診
料の算定回数（月の4回目以降の受診に係る再診料のうち、低減しない再診料を算
定した回数を含む。）及び、月の4回目以降の受診に係る再診料の算定回数（低減
しない再診料を算定した回数を除く。）を記載する。
また、旧総合病院については、「摘要」欄に、月の1回目の受診に係る再診料の

算定回数、月の2回目及び3回目の受診に係る再診料の算定回数（月の4回目以降の
受診に係る再診料のうち、低減しない再診料を算定した回数を含む。）及び、月の
4回目以降の受診に係る再診料の算定回数（低減しない再診料を算定した回数を除
く。）を記載する。

ウ～カ　略（変更なし）

診療所再診料 

病院（200床未満）再診料 

外来診療料（200床以上病院の再診） 

再診料（一般・老人） 

外来管理加算 

改定前 改定後 

老人外来管理加算 

再診料（一般・老人） 73点 

外来管理加算 52点 

老人外来管理加算 57点 

月の1回目 
月の2、3回目 
月の4回目以降 
月の3回目まで 
月の4回目以降 
月の3回目まで 
月の4回目以降 

81点 
74点 
37点 
52点 
26点 
57点 
29点 

再診料（一般・老人） 

外来管理加算 

改定前 改定後 

老人外来管理加算 

再診料（一般・老人） 58点 

外来管理加算 52点 

老人外来管理加算 47点 

月の1回目 
月の2、3回目 
月の4回目以降 
月の3回目まで 
月の4回目以降 
月の3回目まで 
月の4回目以降 

65点 
59点 
30点 
52点 
26点 
47点 
24点 

外来診療料（一般・老人） 

改定前 改定後 

外来診療料（一般・老人） 68点 
月の1回目 
月の2回目以降 

77点 
35点 

診療報酬臨時改定の概要 診療報酬臨時改定の概要 診療報酬臨時改定の概要 石川県保険医協会　作成 
－再診料逓減制廃止、６月１日実施 



五
月
十
日
（
土
）
午
後
七
時

か
ら
金
沢
都
ホ
テ
ル
で
、
経
営

共
済
部
が
担
当
し
て
サ
タ
デ
イ

ナ
イ
ト
セ
ミ
ナ
ー
が
開
か
れ
ま

し
た
。

今
回
は
「
万
が
一
の
場
合
に

家
族
に
残
す
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
、

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
と
し
て
「
緊
急

時
に
家
族
が
行
う
こ
と
」
と
題

し
、
橋
本
明
夫
弁
護
士
に
お
話

し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
会
場
に

は
医
師
、
歯
科
医
師
と
そ
の
家

族
が
三
十
数
人
集
ま
り
、
満
員

と
な
り
関
心
の
高
さ
が
伺
え
ま

し
た
。

最
近
、
働
き
盛
り
の
先
生
が

心
筋
梗
塞
や
脳
出
血
、
交
通
事

故
な
ど
に
よ
る
意
識
障
害
で
、

突
然
診
療
を
中
断
せ
ざ
る
を
え

ず
、
運
悪
く
死
亡
す
る
場
合
を

時
々
耳
に
し
ま
す
。
今
回
の
企

画
は
、
私
の
同
級
生
の
急
死
を

契
機
に
始
ま
り
、
歯
科
部
で
検

討
し
、理
事
会
の
助
言
を
頂
き
、

講
演
会
開
催
の
運
び
と
な
り
ま

し
た
。

初
め
に
緊
急
時
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
案
）
を
私
の
方
か
ら
提
案
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

①
相
談
す
べ
き
同
僚
の
医
師
、

歯
科
医
師
を
決
め
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

・
で
き
る
だ
け
複
数
と
し
、
相

手
の
了
解
を
取
っ
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

②
緊
急
連
絡
用
の
名
簿
を
作
成

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

・
相
談
す
べ
き
医
師
、
歯
科
医

師
や
ス
タ
ッ
フ
、
保
険
医
協

会
、
医
師
会
、
同
窓
会
な
ど

の
電
話
番
号
を
一
覧
で
き
る

よ
う
に
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
特
に
緊
急
時
に
間
に
合

う
よ
う
に
ス
タ
ッ
フ
の
チ
ー

フ
の
携
帯
番
号
、
携
帯
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
も
必
要
だ
と
思

い
ま
す
。

③
ス
タ
ッ
フ
へ
の
指
示

・
医
科
と
歯
科
で
は
異
な
り
ま

す
が
、
予
め
決
め
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

④
そ
の
他

・
当
座
の
費
用
を
確
保
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

・
ス
タ
ッ
フ
の
給
料
や
退
職
金

に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

・
印
鑑
や
通
帳
、
資
産
台
帳
、

保
険
証
書
の
保
管
場
所
も
確

認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

引
き
続
き
、
橋
本
弁
護
士
か

ら
相
続
、
遺
言
、
成
年
後
見
制

度
に
つ
い
て
事
例
を
参
考
に
説

明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

①
遺
産
相
続

・
債
務
も
相
続
の
対
象
に
な
る

の
で
、
遺
産
相
続
す
る
か
ど

う
か
を
３
ヶ
月
以
内
に
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
相

続
人
を
事
例
と
図
表
①
で
説

明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

②
遺
言

・
自
筆
証
書
、
公
正
証
書
、
秘

密
証
書
の
特
色
を
図
表
②
で

説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
の
中
で
公
正
証
書
遺

言
を
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。

③
成
年
後
見
制
度

・
平
成
十
二
年
四
月
か
ら
成
年

後
見
制
度
が
改
正
さ
れ
、
従

来
の
禁
治
産
、
準
禁
治
産
の

制
度
が
「
後
見
」
「
保
佐
」

「
補
助
」
の
制
度
に
変
り
、

利
用
し
や
す
く
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
し
た
。

講
演
終
了
後
、
出
席
者
か
ら

の
様
々
な
質
問
と
活
発
な
や
り

と
り
が
あ
り
、
非
常
に
有
意
義

な
時
間
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
自
分
だ
け
は
大
丈
夫
と

安
易
に
構
え
ず
、
万
が
一
に
備

え
、
こ
の
機
会
に
家
族
と
よ
く

相
談
し
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
か

ら
も
会
員
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に

応
え
て
、
新
し
い
角
度
か
ら
の

試
み
や
切
り
口
の
企
画
を
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
今
回
の
配
布
資
料
を
ご

希
望
の
方
は
事
務
局
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

（7）2003年6月15日（毎月15日発行） （1998年２月６日第三種郵便物認可） 第374号石 川 保 険 医 新 聞

医師・歯科医師・ご家族30人が集まって開かれた
（5月10日・金沢都ホテル）
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理
事
　
小
島
　
登（
内
灘
町
・
歯
科
） 

★旅行記など ★お店紹介や 
　食べ物について 

★環境や教育問題 
　　　　　について 

★趣味や健康法 
　について 
★趣味や健康法 
　について 
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■ワープロ原稿 ……できましたら、E-mailにてお送りください。編集作業が大幅に省力化できます。 
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★医療・福祉について 

最終面（カラー印刷）

に掲載するカラー写真

も募集します。100字

から200字程度の写

真説明をお忘れなく。 

●医療、福祉に関することや趣味・旅行記など、ぜひ、お送りください。 

　『石川保険医新聞』では、一層充実した納涼特集号（8月10日発行予定）を作ろうと、その編集を 
始めました。 
　取材記事を充実させ、特別企画にも力を入れます。そしてなにより大切にしたいのが、たくさんの 
会員の先生・ご家族そして読者の方々にご登場いただくことです。 

●テーマは自由です。 
●字数は600字程度～最長1000字 
●原稿締切は7月4日（金）正午・必着 

★能登・加賀の先生、 
　地域の話題をぜひ！ 
★能登・加賀の先生、 
　地域の話題をぜひ！ 

掲載させていただきました場合は、薄謝をお送りいたします。 

『石川保険医新聞』2003年納涼特集号（8月10日発行） 

後
日
の
紛
争 

の
危
険
多
し 

紛
争
の
危
険 

多
し 

そ
の
他
の 

長
短 

紛
争
の
危
険
少
な
い
。 

内
容
の
秘
密
性
に
と
ぼ
し
い 

署
名
能
力 

秘
密
証
書 

要（
九
七
〇
条
） 

内
容
筆
記 

能
力 

不
要 

口
授
能
力 

要（
ま
た
は
通
訳
） 

証
人 

立
会
人 

二
人
以
上
の
証
人 

公
証
人 

偽
造
・
変
造 

の
お
そ
れ 

有 

滅
失
の 

お
そ
れ 

有 

検
認 

要 

費
用 

要 

公
正
証
書 

自
筆
証
書 

要（
九
六
八
条
） 

要 不
要 

不
要 要 不

要 有 有 

不
要（
九
六
九
条
四
号
） 

不
要 

要（
ま
た
は
通
訳
） 

二
人
以
上
の
証
人 

公
証
人 

不
要 要 無 無 

祖父母 

父母（優先） 

兄弟姉妹 

甥・姪 
（代襲） 

本
　
人 

配
偶
者

配
偶
者 

つ
ね
に
相
続
人

つ
ね
に
相
続
人 

配
偶
者 

つ
ね
に
相
続
人 

子 

　　　　孫（代襲） 

　　　　　曾孫（再代襲） 

第
１
順
位 

第
2
順
位 

第
3
順
位 

図表① 図表② 

講師の橋本明夫弁護士





眼科にも様々な主訴と様々な症状をもって患者さんがこられます。近

年の医学的進歩はめざましく、以前は失明に至るしかなかった多くの疾

患も治療可能となりました。しかし視覚に障害を残さずに治療できる限

界もあり、失明に至らないまでもロービジョン（低視力、低視覚）へと

移行していきます。

症状も治まり、失明せずに済んだので良かったといった医療サイドの

考え方と、見えない、見にくい、歩けないと毎回同じ症状を訴える患者

さんとの間には平行線しか存在しないようで、納得のできない患者さん

は、医療に不満を持ち、病院をグルグルとショッピングし始めるようで

す。この平行線の原因の一つとして考えられることは、医療サイドは

cure（治療）を患者サイドはcureとcare（配慮、適訳なし）を求めてい

るからではないでしょうか。

では、どのようにしたら平行線を、１本の線とすることができるので

しょうか？

私がいつも心に留めている、国立身体リハビリテーションセンターの

簗島先生の言葉「眼は何のためにあるのか？」に答えがありそうです。

眼は他の感覚器官と比べると格段に情報量が多いので（情報の90％は眼

から入るといわれております）障害が残れば当然眼に入ってくる情報量

が減るわけですから、見えない、見にくい、不自由だといった情報盲に

陥ってしまいます。すなわち、見えない、見にくいという訴えには、眼

だけの症状ではなく、そのために生じる生活上の問題点も含まれていま

す（cureの限界）。

しかし、残っている視機能を利用することで眼を使ってまだまだたく

さんの情報を得ることもできます（care

の始まり）。

まず、患者さんが来院した目的は何か、

何で困っているのか、悩みはないのかを

十分に聞き、治療の可能性を見つけるこ

とと、残されている視機能の検索と説明、

何か工夫して使えるものはないか、少し

でも見やすくなる、生活しやすくなる補装具はないか、うまくいかない

ときにはその道のプロ（！？）の視覚障害者の方にも意見を聞き、また

各種情報の提供などをすることが医療サイドにおける情報盲の軽減であ

ると考えられます。また、患者さんも何で困っているのか、あんなこと

ができない、こんなことをしたいと自分のことを、情報として病院へ提

供することで、自ら情報盲の改善に努めることで両者間の平行線は近づ

き、「これなら使えるよ」となるかもしれません。

たった一言の「見にくい」にはcureとcareの両者が含まれていること

に医療サイドも認識するような時代がやってきました。今後は個々のニ

ーズに合わせたオーダーメイドのcureとcareの同時進行がますます求め

られてくることと思われます。そして近づいてきた医療サイドと患者サ

イドの橋渡しをすることが私たちの大切な仕事の一つといえそうです。

一年間お読みいただきありがとうございました。自分の仕事、先生の

こと、患者さんのことを深く考えるよい機会をもてたことに感謝してお

ります。

どうぞ皆様、今後も、良い視生活をお送りください。

いつもの合言葉「なーんか、困っていることないけぇ～」。
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お
サ
ル
先
生
が
往
診
す
る
Ａ

さ
ん
は
、脳
梗
塞
で
嚥
下
障
害
、

胃
ろ
う
が
入
っ
て
、
気
管
切
開

し
て
お
り
、
痰
を
吸
引
す
る
の

が
家
族
の
日
課
、
み
た
い
な
重

症
者
だ
。
あ
る
日
、
血
痰
が
吸

引
さ
れ
る
と
い
う
の
で
往
診

し
、
い
ろ
い
ろ
考
え
た
末
、
気

管
カ
ニ
ュ
ー
レ
を
交
換
し
て
み

る
こ
と
に
し
た
。
バ
ル
ー
ン
の

空
気
を
抜
く
と
、
動
脈
性
出
血

が
！そ

の
間
の
お
サ
ル
先
生
の
慌

て
ぶ
り
は
ま
た
の
機
会
に
。
結

局
、
以
前
入
院
し
て
い
た
病
院

に
救
急
搬
送
し
、
胸
部
外
科
の

Ｂ
先
生
の
適
切
な
処
置
で
「
事

な
き
を
得
た
」
が
、
あ
と
で
こ

っ
ぴ
ど
く
叱
ら
れ
て
し
ま
っ

た
。「

お
サ
ル
先
生
。
い
っ
た
い

ご
家
族
に
ど
ん
な
指
導
を
さ
れ

て
た
ん
で
す
か
？
」

「
え
っ
？
」

「
気
管
カ
ニ
ュ
ー
レ
の
バ
ル

ー
ン
の
こ
と
で
す
よ
。
バ
ル
ー

ン
の
空
気
が
多
す
ぎ
て
、
気
道

を
圧
迫
し
て
潰
瘍
を
つ
く
っ
て

い
ま
す
」

ど
う
や
ら
気
道
の
潰
瘍
か
ら

の
動
脈
性
出
血
ら
し
い
。

「
い
や
、
気
管
カ
ニ
ュ
ー
レ

が
抜
け
な
い
よ
う
に
注
意
し

て
、
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す

が
・
・
・
」

「
バ
ル
ー
ン
の
カ
フ
は
耳
た

ぶ
程
度
の
固
さ
で
い
い
ん
で
す

よ
！
」

空
気
の
確
認
は
、
い
っ
た
ん

バ
ル
ー
ン
を
虚
脱
さ
せ
て
か

ら
、
新
た
に
空
気
を
入
れ
る
と

い
う
手
順
で
行
な
わ
れ
る
べ
き

だ
が
、
Ａ
さ
ん
の
奥
さ
ん
は

次
々
と
新
し
い
空
気
を
押
し
込

ん
で
い
た
ら
し
い
。
な
お
、
こ

う
い
う
事
態
に
な
っ
た
場
合
、

特
別
な
処
置
が
あ
る
わ
け
で
は

な
く
、
バ
ル
ー
ン
の
圧
を
ぎ
り

ぎ
り
ま
で
下
げ
て
、
あ
と
は
出

血
が
止
ま
る
の
を
「
祈
る
し
か

な
い
」
そ
う
で
、
先
に
「
事
な

き
を
得
た
」
と
書
く
こ
と
が
で

き
た
の
は
、
本
当
に
ラ
ッ
キ
ー

だ
っ
た
と
言
う
し
か
な
い
。

お
サ
ル
先
生
は
自
分
の
不
勉

強
を
恥
じ
た
が
、
Ｂ
先
生
の
最

後
の
一
言
が
か
な
り
こ
た
え

た
。「

本
を
読
め
ば
、
ち
ゃ
ん
と
書

い
て
あ
る
は
ず
で
す
が
・
・
・
」

◇落
ち
込
ん
だ
お
サ
ル
先
生
に

な
り
代
わ
り
、「
そ
れ
は
常
識

か
ど
う
か
」
本
屋
さ
ん
を
覗
い

て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
、
本
屋
と
い
っ
て
も
医

学
書
の
専
門
店
で
す
。
店
員
さ

ん
に
も
「
気
管
切
開
の
在
宅
管

理
に
つ
い
て
調
べ
た
い
」
と
主

旨
を
告
げ
て
、
い
っ
し
ょ
に
調

べ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

ま
ず
、
在
宅
関
連
の
コ
ー
ナ

ー
。
介
護
保
険
法
施
行
時
の
出

版
ブ
ー
ム
に
あ
や
か
っ
て
か
、

ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
向
き
や

「
在
宅
ケ
ア
」
の
本
は
た
く
さ

ん
あ
る
の
で
す
が
、「
在
宅
医

療
」
の
本
が
意
外
と
少
な
い
こ

と
に
気
が
付
き
ま
し
た
。一
冊
、

在
宅
医
療
を
た
く
さ
ん
や
っ
て

い
る
お
医
者
さ
ん
の
本
が
あ

り
、
さ
す
が
に
イ
ン
フ
ォ
ー
ム

ド
コ
ン
セ
ン
ト
に
多
く
の
ペ
ー

ジ
が
割
か
れ
て
い
ま
す
。さ
て
、

呼
吸
管
理
の
項
を
開
く
と
、
わ

ず
か
数
行
、「
・
・
・
意
識
状

態
が
悪
い
場
合
、
低
酸
素
は
そ

れ
ほ
ど
苦
し
く
な
い
こ
と
を
告

げ
て
お
き
ま
す
」

お
い
お
い
、
在
宅
医
療
の
本

っ
て
、
死
を
受
容
さ
せ
る
ノ
ウ

ハ
ウ
本
な
の
？

そ
う
だ
。
胃
ろ
う
の
記
述
を

見
れ
ば
、
ど
の
程
度
の
本
か
分

か
る
や
！
と
別
の
本
も
手
に
と

っ
て
み
ま
し
た
。
胃
ろ
う
の
解

説
ペ
ー
ジ
に
は
、
必
要
物
品
と

し
て
バ
ル
ー
ン
カ
テ
ー
テ
ル
等

の
名
称
が
羅
列
し
て
あ
る
だ
け

で
、
最
後
に
「
経
鼻
胃
管
の
管

理
に
準
ず
る
」。
え
ー
い
。
こ

れ
じ
ゃ
、
わ
れ
ら
が
「
お
サ
ル

先
生
の
在
宅
医
療
入
門
」
の
方

が
よ
っ
ぽ
ど
情
報
量
が
多
い

ぞ
！そ

う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
別

の
棚
を
捜
し
て
い
た
店
員
さ
ん

が
何
冊
か
持
っ
て
き
て
、「
人

工
呼
吸
器
の
本
は
ど
う
で
し
ょ

う
？
」
分
厚
い
本
で
す
ね
。
気

管
カ
ニ
ュ
ー
レ
の
管
理
だ
け
で

い
い
ん
だ
け
ど
な
あ
、
と
思
い

な
が
ら
、
目
次
で
「
挿
管
中
の

合
併
症
」
を
見
つ
け
て
開
く
と

わ
ず
か
一
ペ
ー
ジ
。
で
も
、
バ

ル
ー
ン
を
ふ
く
ら
ま
せ
過
ぎ
る

と
気
道
出
血
す
る
、
な
ん
て
書

い
て
な
い
で
す
よ
お
。

こ
の
間
、
約
三
十
分
。「
看

護
系
の
月
刊
誌
の
特
集
記
事
に

う
ま
く
当
た
れ
ば
、
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
所
で
時

間
切
れ
。

そ
こ
で
読
者
の
皆
さ
ん
に
お

願
い
で
す
。
こ
の
分
野
の
こ
の

一
冊
、
を
協
会
ま
で
ご
紹
介
い

た
だ
け
ま
せ
ん
か
？
　
こ
の
雑

誌
の
特
集
号
が
よ
く
ま
と
ま
っ

て
い
る
、
な
ん
て
情
報
で
も
結

構
で
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

48

日　時 

会　場 

記念企画 

7月5日（土） 
総会：11時～12時・記念企画：1時半～5時 

シンポジウム 

「ハンセン病と人権」 
パネラー／こだま　雄二さん 
　　　　　莇　昭三医師ほか 

医療・福祉問題研究会総会 
および記念企画 
医療・福祉問題研究会総会 
および記念企画 
医療・福祉問題研究会総会 
および記念企画 

2003年度 

社会福祉会館 
（F会議室、大ホール） 

44444444444444
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4444444444444 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

“care とcure” 
その⑫　最終回 

浅ノ川総合病院眼科  
視能訓練士　　　　小笹　一枝 

１年間にわたり、楽しく、役立つ内容でのご執筆ありがとうご

ざいました。このコーナーは、眼科以外のドクターおよびその他

の読者からも大変好評でした。筆者の小笹さんには、今後ますま

すのご活躍を祈念しております。

さて、次号からは「自閉症」についての新シリーズがはじまり

ます。ご期待下さい。

編集部から
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わ
た
し
た
ち
生
協
は
、
そ
の

理
念
で
あ
る
「
一
人
は
万
人
の

た
め
に
、
万
人
は
一
人
の
た
め

に
」
の
精
神
で
、
よ
り
良
い
社

会
に
な
る
よ
う
皆
で
つ
く
り
あ

げ
た
協
同
の
組
織
で
す
。

そ
の
中
に
「
く
ら
し
助
け
合

い
の
会
」
愛
称
「
さ
さ
え
の
会
」

を
二
〇
〇
〇
年
度
に
立
ち
上

げ
、
今
年
で
四
年
目
に
入
り
ま

す
。地

域
の
中
に
、
一
人
暮
ら
し

や
病
弱
な
高
齢
者
が
増
え
て
い

ま
す
。
核
家
族
や
共
働
き
家
族

も
当
た
り
前
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
「
遠
い
親
戚
よ
り
近
く

の
他
人
」と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、

親
し
い
近
所
付
き
合
い
も
、
し

だ
い
に
少
な
く
な
っ
て
い
ま

す
。ち

ょ
っ
と
手
を
貸
せ
ば
自
宅

で
生
活
を
送
れ
る
高
齢
の
方

や
、
ち
ょ
っ
と
お
手
伝
い
す
れ

ば
、
子
ど
も
に
も
っ
と
や
さ
し

く
な
れ
る
お
母
さ
ん
方
へ
、
わ

た
し
た
ち
生
協
の
組
合
員
が
、

同
じ
組
合
員
の
お
手
伝
い
を
す

る
そ
ん
な
会
で
す
。

み
ん
な
が
と
っ
て
も
と
っ
て

も
ハ
ッ
ピ
ー
に
な
れ
る
活
動
で

す
。会

員
は
①
実
際
に
活
動
す
る

活
動
会
員
、
②
援
助
を
希
望
す

る
利
用
会
員
、
③
こ
の
「
会
」

こ
そ
生
協
で
大
切
に
し
た
い
と

賛
同
し
て
く
だ
さ
る
賛
助
会
員

と
、
入
会
に
は
三
つ
の
方
法
が

あ
り
ま
す
。

「
会
」
を
利
用
し
た
い
組
合

員
が
生
協
へ
電
話
で
依
頼
す
れ

ば
、
県
内
五
カ
所
に
い
る
（
コ

ー
プ
い
し
か
わ
は
県
内
全
域
で

す
）
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
、

詳
し
い
要
望
を
電
話
で
お
聞
き

す
る
か
、
ま
た
は
直
接
訪
問
し

て
、
こ
の
依
頼
に
、
ま
さ
に
ピ

ッ
タ
リ
の
活
動
会
員
を
探
し
、

連
絡
を
と
り
ま
す
。

・
活
動
に
入
る
初
日
は
、
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
活
動
会
員
と

一
緒
に
行
き
ま
す
。

・
顔
合
わ
せ
し
て
、
三
者
で
援

助
の
内
容
な
ど
、
も
う
一
度
確

認
し
て
い
ま
す
。

・
お
約
束
し
た
こ
と
だ
け
を
す

る
こ
と
で
、や
す
請
け
合
い
や
、

や
り
過
ぎ
な
い
こ
と
が
長
続
き

で
き
る
良
い
方
法
で
す
。

活
動
の
内
容
は
、「
高
齢
者

の
軽
易
な
お
世
話
」
と
「
産
前

産
後
」「
子
育
て
支
援
」
が
半

数
を
し
め
て
い
ま
す
。

「
高
齢
者
」
の
方
は
、
援
助

活
動
が
定
期
的
に
な
っ
た
り
、

継
続
す
る
傾
向
が
あ
り
、「
子

育
て
支
援
」
は
一
日
か
ら
一
週

間
程
度
で
終
了
す
る
傾
向
が
あ

り
ま
す
。

ほ
か
に
は
、「
通
知
簿
渡
し
」

「
入
学
式
・
卒
業
式
」
の
時
、

下
の
お
子
さ
ん
の
見
守
り
の
依

頼
や
「
登
園
・
登
校
の
付
き
添

い
」
お
留
守
の
と
き
の
「
庭
の

水
や
り
」「
犬
の
散
歩
」
ま
た
、

「
部
屋
の
片
づ
け
」
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

活
動
す
る
方
は
、
資
格
を
持

つ
プ
ロ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
困

っ
た
時
は
お
互
い
さ
ま
の
気
持

ち
で
、
自
分
が
や
っ
て
き
た
家

事
経
験
や
今
や
っ
て
い
る
こ
と

を
、
自
分
の
ち
ょ
っ
と
し
た
時

間
を
使
っ
て
援
助
活
動
を
し
て

い
ま
す
。

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
役
割

と
し
て
は
、
例
え
ば
障
害
者
所

帯
か
ら
「
通
学
の
付
き
添
い
を

手
伝
っ
て
欲
し
い
」
と
依
頼
が

あ
れ
ば
、「
通
学
の
依
頼
」
だ

け
に
対
応
す
る
の
で
は
な
く
、

「
通
学
の
依
頼
」
と
い
う
の
は

生
活
問
題
の
一
部
で
あ
っ
て
、

そ
れ
以
外
の
生
活
問
題
は
ど
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
、
そ

れ
ら
に
「
会
」
と
し
て
ど
う
や

っ
て
対
応
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ

う
か
な
ど
を
考
え
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

実
際
、
私
た
ち
は
主
に
家
事

援
助
を
通
じ
て
、
地
域
で
福
祉

活
動
を
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の

福
祉
活
動
を
個
別
の
援
助
活
動

で
終
わ
り
に
す
る
の
で
は
な

く
、
活
動
を
通
じ
て
障
害
者
や

介
護
の
問
題
を
社
会
の
問
題
と

し
て
提
起
し
て
行
か
な
け
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
私

た
ち
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
利
用

者
の
人
権
侵
害
の
第
一
発
見
者

と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
る

こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ

ん
。ま

だ
ま
だ
、「
会
」
の
活
動

が
組
合
員
の
な
か
に
浸
透
し
て

い
な
い
の
が
現
実
で
す
。
会
で

は
、奥
能
登
か
ら
南
加
賀
ま
で
、

各
地
域
で
学
習
会
や
定
例
会
を

開
い
た
り
、
組
合
員
の
集
ま
る

場
へ
「
か
み
し
ば
い
」
を
持
ち

込
み
、
出
前
説
明
会
も
し
て
い

ま
す
。

組
合
員
同
士
の
豊
か
で
暖
か

な
信
頼
関
係
を
大
事
に
し
て
、

困
っ
た
と
き
は
お
互
い
さ
ま
を

モ
ッ
ト
ー
に
、
住
み
や
す
い
社

会
に
な
る
よ
う
に
、
そ
し
て
今

後
も
会
が
発
展
す
る
よ
う
皆
で

努
力
し
ま
す
。

年に2回、生協組合員を対象に“助け合いの会”の説明会を開催
（手前テーブルの正面が筆者の中川藤子さん）

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
い
し
か
わ
 

く
ら
し
助
け
合
い
の
会
代
表
 

● 連 絡 先 ● 

「
コ
ー
プ
い
し
か
わ
」
く
ら
し
助
け
合
い
の
会 

み
ん
な
が
ハ
ッ
ピ
ー
に 

利
用
者
の
人
権
を
守
る
役
割
も 

事務局　生活協同組合コープいしかわ 
　　　　組合員活動課 
〒920‐2148  石川県石川郡鶴来町行町西1番 
TEL 076（275）9871　FAX 076（275）9951

その31

中
川
　
藤
子
 

■コーディネーターが訪問して、具体的な相談をします。 
■活動会員さんがうかがって援助活動をおこないます。 
■援助活動は有償です。お互いが気がねなく活動を続けるために、有償
にしています。（1時間1単位700円＋交通費） 

くらし助け合いの会のリーフレットから 
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内
灘
闘
争
五
十
周
年
記
念 

講
演
と
シ
ン
ポ 

日
　
時
　
六
月
二
十
二
日（
日
）十
二
時
半
〜
十
七
時
半（
正
午
開
場
） 

会
　
場
　
内
灘
町
町
民
ホ
ー
ル 

　
　
　
　
内
灘
町
役
場
一
階
・
内
灘
町
大
学
一
│
二
│
一 

入
場
料
　
無
　
料 

「
基
地
の
子
た
ち
」亀
井
文
夫
編（
一
九
五
三
年
製
作
） 

内
灘
町
後
援 

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
上
映 

演
　
題
　
「
内
灘
・
歴
史
の
子
と
し
て
の
反
戦
」 

講
　
師
　
澤
地
　
久
枝
（
作
家
） 

講
　
演 

■
内
灘
闘
争
が
残
し
た
も
の 

　
　
　
宮
本
　
憲
一
（
滋
賀
大
学
学
長
） 

■
基
地
闘
争
の
全
国
化 

　
　
　
赤
松
　
宏
一
（
砂
川
闘
争
参
加
者
・
元
国
立
町
町
議
） 

■
静
か
で
平
和
な
空
を
求
め
る
闘
い 

│
小
松
基
地
騒
音
訴
訟
│ 

　
　
　
川
本
　
蔵
石
（
小
松
基
地
騒
音
訴
訟
弁
護
団
事
務
局
長
） 

■
現
在
の
基
地
問
題
と
地
域
住
民
の
役
割 

│
国
際
人
道
法
の
発
展
を
踏
ま
え
て
│ 

　
　
　
林
　
　
茂
夫
（
平
和
・
軍
事
問
題
研
究
家
） 

　
　
　
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
／
橋
本
　
哲
哉
（
金
沢
大
学
教
授
） 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

日
本
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
、菊
地
寛
賞
受
賞 

主
著
に
「
妻
た
ち
の
二
・
二
六
事
件
」
な
ど
多
数 

内
灘
闘
争
歴
史
散
歩 

　
六
月
二
十
二
日（
日
）午
前
十
時
　
内
灘
駅
出
発（
内
灘
駅
よ
り
バ
ス
運
行
） 

内
灘
闘
争
資
料
展
（
内
灘
町
役
場
内
） 

関
連
行
事 

主
　
催
　
内
灘
闘
争
五
十
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会 

　
　
　
　
河
北
郡
内
灘
町
緑
台
一
│
九
三
　
佐
道
　
昭
方
　  

〇
七
六
│
二
三
八
│
一
六
八
二 

十
二
時
三
十
分
〜
十
三
時 

十
三
時
〜
十
五
時 

十
五
時
〜
十
七
時
三
十
分 

囲 

解 
答 

碁 

（問題は12面にあります） 

黒
1
が
妙
手
で
以
下
黒
７
ま
で

コ
ウ
が
正
解
。
白
２
で
６
は
黒
イ

白
ロ
黒
４
で
死
で
す
。 

黒
1
で
2
は
白
６
黒
イ
白
ロ
黒

３
白
４
で
オ
イ
オ
ト
シ
の
活
き
。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
一 
二 
三 
四 
五 
六 
七 

5 76
24 13

イ
ロ 

3
五
馬
、
2
四
歩
、
1
二
竜
、

同
玉
、
3
四
馬
、
2
三
桂
、
同
銀

不
成
、
2
一
玉
、
1
二
銀
不
成
、

3
二
玉
、
4
四
桂
、
同
桂
、
2
三

馬
、
4
三
玉
、
3
五
桂
ま
で
十
五

手
詰
め
。 

〈
解
説
〉
す
ぐ
に
1
二
竜
、
同
玉
、

3
四
馬
は
2
三
歩
以
下
不
詰
め
。

ま
た
2
四
馬
、
同
玉
、
2
二
竜
は
、

3
四
玉
、
2
六
桂
、
4
四
玉
、
6

六
角
、
5
五
飛
と
さ
れ
不
詰
め
。

3
五
馬
に
2
四
桂
な
ら
、
同
馬
、

同
玉
、
2
二
竜
、
3
四
玉
、
2
四

竜
以
下
早
詰
め
に
。
歩
合
い
を
さ

せ
て
か
ら
1
二
竜
〜
3
四
馬
と
す

れ
ば
桂
合
い
よ
り
な
く
、
以
下
は

易
し
い
手
順
に
な
り
ま
す
。
 

（
問
題
は
12
面
に
あ
り
ま
す
） 

将
棋
解
答 

将
棋
解
答 
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毎
日
、
車
の
運
転
を
し
て
い
る
が
、
運
転
を
す
る
と
性
格

が
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
車
に
乗
る
と
凶
暴
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
の
「
こ
ち
亀
」
で
バ
イ
ク
に
乗

る
と
性
格
が
変
わ
る
人
が
い
る
が
、
ま
さ
に
似
て
い
る
。

一
車
線
の
道
で
は
、
前
の
車
の
後
を
付
い
て
行
く
し
か
な

い
が
、
あ
ま
り
に
遅
い
車
が
い
る
と
イ
ラ
イ
ラ
し
て
く
る
。

そ
し
て
、
二
車
線
に
な
っ
た
途
端
に
右
車
線
へ
出
て
一
気
に

追
い
越
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
時
に
か
ぎ
っ
て
右

車
線
の
前
に
も
ゆ
っ
く
り
走
る
車
が
い
る
。
こ
ん
な
に
遅
い

の
な
ら
左
車
線
を
走
れ
ば
よ
い
の
に
・
・
・
と
、
車
の
中
で

一
人
文
句
を
言
っ
て
い
る
。
私
の
車
の
前
に
は
い
つ
も
遅
い

車
が
い
る
。

能
登
有
料
道
路
を
走
っ
て
い
て
、
料
金
所
に
さ
し
か
か
る

と
、
ど
ち
ら
に
着
こ
う
か
迷
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
前
の

車
が
お
金
の
支
払
い
に
手
間
取
っ
て
い
る
と
、
自
分
の
選
択

を
と
て
も
後
悔
す
る
。
逆
に
前
の
車
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
で

一
台
で
も
追
い
越
す
こ
と
が
で
き
る
と
、
優
越
感
に
浸
れ
る
。

高
速
道
路
で
は
、
ず
っ
と
追
い
越
し
車
線
を
走
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
私
以
上
に
死
を
恐
れ
ず
に
ス
ピ
ー
ド
を
出
す
車
も

た
く
さ
ん
お
り
、
そ
ん
な
時
は
怖
い
の
で
、
す
ぐ
に
走
行
車

線
に
入
る
。

毎
朝
通
勤
の
時
、
家
を
出
る
時
刻
を
考
え
る
と
絶
対
に
遅

刻
す
る
こ
と
は
な
い
の
に
、
な
ぜ
か
急
い
で
し
ま
う
。
な
ん

で
だ
ろ
う
？
　
考
え
て
み
た
。

第
一
に
、
車
の
中
に
い
る
の
は
自
分
一
人
で
あ
り
、
誰
に

気
兼
ね
を
す
る
こ
と
も
な
い
。
し
か
も
車
を
操
縦
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
車
を
支
配
し
、
な
ん
だ
か
自
分
が
偉
く
な
っ
た

よ
う
な
気
分
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

第
二
に
、
も
と
も
と
せ
っ
か
ち
な
性
格
で
遅
れ
る
こ
と
が

嫌
い
な
の
で
、
遅
刻
す
る
こ
と
が
な
く
て
も
一
分
一
秒
で
も

早
く
到
着
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
く
出
て
し
ま
う
の
で

あ
ろ
う
か
？

第
三
に
、
運
転
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
責
任
感
が
強
く
な

り
、
逆
に
自
我
が
強
く
出
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

こ
ん
な
私
だ
が
、
助
手
席
に
乗
る
と
一
転
し
て
、
安
全
運

転
を
願
い
、「
そ
ん
な
に
ス
ピ
ー
ド
を
出
さ
な
く
て
も
よ
い

の
に
・
・
・
」
と
、
つ
い
つ
い
小
言
を
言
っ
て
し
ま
う
。
こ

れ
は
、
責
任
感
か
ら
開
放
さ
れ
、
す
べ
て
を
運
転
手
に
ま
か

せ
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
安
全
運
転
が
第
一
で
あ
る
が
、
ス
ピ
ー
ド
に
対

す
る
あ
こ
が
れ
や
、
よ
り
早
く
と
い
う
気
持
ち
は
、
人
間
な

ら
誰
で
も
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
Ｆ
１
な
ど
の
カ
ー
レ
ー

ス
が
人
気
の
あ
る
原
点
で
あ
る
。
し
か
し
Ｆ
１
と
通
勤
を
混

同
し
て
は
な
ら
な
い
。
自
分
を
戒
め
る
毎
日
で
あ
る
。

会員リレーエッセイ ◆◆52◆◆

車
の
運
転牛

村
　
繁
（
美
川
町
・
眼
科
）
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良
い
声
、
悪
い
声
と
い
う
表

現
が
あ
る
。
何
が
良
く
て
何
が

悪
い
の
か
具
体
的
に
説
明
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
人
に
は

そ
れ
ぞ
れ
好
き
な
声
、
嫌
い
な

声
が
あ
る
と
い
う
意
味
だ
と
思

う
。
個
人
的
好
み
に
よ
る
と
い

う
こ
と
に
な
れ
ば
、
あ
る
人
に

と
っ
て
良
い
声
は
、
別
の
人
に

言
わ
せ
れ
ば
嫌
い
な
声
、
悪
い

声
と
な
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
声
の
好
き
嫌
い
に
関
す
る

理
由
を
幾
人
か
の
知
人
に
聞
く

と
、
純
粋
に
声
色
が
好
き
だ
と

い
う
場
合
は
極
め
て
少
な
い
こ

と
が
分
か
っ
た
。
声
の
好
き
嫌

い
は
む
し
ろ
声
の
主
と
の
人
間

関
係
に
よ
る
と
こ
ろ
が
も
っ
ぱ

ら
多
い
よ
う
で
あ
る
。
大
嫌
い

な
奴
の
声
は
悪
い
に
決
ま
っ
て

い
る
、と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

し
か
し
、
純
粋
に
音
色
と
し

て
好
き
な
声
と
い
う
も
の
が
絶

対
あ
る
と
、僕
は
思
っ
て
い
る
。

僕
個
人
の
経
験
を
語
る
な
ら

ば
、
往
年
の
美
人
女
優
「
若
尾

文
子
」
の
声
が
そ
れ
で
あ
る
。

露
を
含
ん
だ
よ
う
に
し
っ
と
り

と
し
て
い
て
、
し
か
も
独
特
の

柔
ら
か
さ
を
持
つ
。
彼
女
の
声

は
僕
の
心
の
奥
底
に
深
く
入
り

込
ん
で
水
琴
屈
の
よ
う
な
響
き

を
た
て
た
。
そ
の
声
を
聴
い
た

途
端
に
好
き
に
な
っ
た
。
小
学

校
五
年
の
こ
ろ
だ
か
ら
自
ら
に

美
人
の
基
準
も
無
く
、
従
っ
て

彼
女
が
好
き
な
タ
イ
プ
の
女
性

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
無

い
。
と
す
れ
ば
純
粋
に
音
色
が

好
き
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
彼

女
が
主
演
し
た
映
画
の
あ
ら
す

じ
は
記
憶
に
ま
っ
た
く
無
い

が
、
ほ
ん
わ
か
と
真
綿
で
包
み

こ
む
よ
う
に
響
く
若
尾
文
子
の

声
だ
け
は
耳
の
奥
に
は
っ
き
り

と
残
っ
て
い
て
、
今
で
も
記
憶

に
鮮
明
で
あ
る
。
後
年
多
く
の

女
優
を
好
き
に
な
っ
た
が
、
声

が
き
っ
か
け
で
好
き
に
な
っ
た

女
優
は
、
後
に
も
先
に
も
若
尾

文
子
だ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
人
間
の
声
に
つ

い
て
は
一
〇
〇
人
い
れ
ば
一
〇

〇
通
り
の
声
が
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
る
。
顔
と
同
じ
く
人
に
は

持
っ
て
生
ま
れ
た
自
分
だ
け
の

声
が
あ
る
。
こ
の
特
性
を
利
用

し
て
科
学
警
察
研
究
所
で
は
、

声
か
ら
犯
人
の
割
り
出
し
を
す

る
く
ら
い
だ
か
ら
、
声
の
個
人

的
特
徴
は
相
当
な
も
の
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
声
は
声
帯
で
作

ら
れ
る
が
、
作
り
た
て
の
音

（
喉
頭
原
音
）
は
ま
る
で
ブ
ザ

ー
の
よ
う
に
無
味
乾
燥
で
あ

る
。
声
帯
に
は
喉
頭
原
音
を
作

り
出
す
ほ
か
に
、
音
の
高
さ
と

強
さ
を
変
化
さ
せ
る
機
能
が
あ

る
が
、
音
色
を
作
り
出
す
こ
と

は
ま
っ
た
く
で
き
な
い
。
こ
の

ブ
ザ
ー
の
よ
う
な
喉
頭
原
音
が

喉
頭
、
咽
頭
、
鼻
腔
、
口
腔
と

い
っ
た
声
の
通
り
道
（
声
道
）

を
通
り
抜
け
て
い
く
内
に
、
個

人
を
識
別
す
る
独
特
の
音
色
を

持
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
ヒ
ト
の
声
の
音
色

は
、
声
道
を
形
成
す
る
器
官
の

形
態
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
器
官
の
も
つ
わ

ず
か
な
形
の
違
い
と
そ
の
組
み

合
わ
せ
に
よ
り
、
個
人
を
識
別

で
き
る
く
ら
い
多
彩
な
種
類
の

声
が
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ち

な
み
に
声
道
の
基
盤
を
な
す
顔

の
骨
格
が
似
て
い
る
兄
弟
、
親

子
で
は
当
然
声
色
が
似
て
く
る

し
、
一
卵
性
双
生
児
に
い
た
っ

て
は
寸
分
た
が
わ
ぬ
声
と
な
る

の
は
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

こ
の
も
っ
て
生

ま
れ
た
声
の
音
色

が
、
人
生
に
と
っ

て
大
き
な
意
味
を

持
つ
人
た
ち
が
い

る
。
歌
手
と
呼
ば

れ
る
人
た
ち
が
そ

れ
で
あ
る
。
歌
が

上
手
で
、
ル
ッ
ク

ス
が
良
い
人
な
ど

こ
の
世
に
は
ご
ま

ん
と
い
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
全
員

が
皆
、
人
気
歌
手
に
な
れ
な
い

理
由
の
一
つ
に
、
持
っ
て
生
ま

れ
た
声
の
音
色
が
あ
る
。
数
多

く
の
声
を
研
究
し
て
き
た
科
学

警
察
研
究
所
の
鈴
木
松
美
氏
に

よ
る
と
、
声
に
癒
し
の
音
色
を

も
っ
た
人
が
い
る
と
言
う
。
そ

ん
な
人
が
歌
手
に
な
る
と
あ
っ

と
い
う
間
に
人
気
が
出
て
ス
タ

ー
に
な
る
そ
う
だ
。

癒
し
の
声
と
は
振
幅
や
周
波

数
に
１
／
ｆ
の
揺
ら
ぎ
が
あ
る

も
の
を
言
う
。
こ
の
揺
ら
ぎ
を

持
つ
声
を
聞
く
と
、
人
の
心
は

精
神
的
安
定
感
を
得
る
と
い

う
。
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
い
る
こ

と
は
、
脳
波
測
定
で
α
波
が
出

現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
科
学
的

に
証
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な

生
ま
れ
つ
き
の
歌
手
と
い
え
ば

美
空
ひ
ば
り
、宇
多
田
ヒ
カ
ル
、

ナ
ッ
ト
・
キ
ン
グ
・
コ
ー
ル
で

あ
り
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
で
は
僕
が

夢
中
に
な
っ
た
ス
ー
パ
ー
テ
ノ

ー
ル
、
ル
チ
ア
ノ
・
パ
ヴ
ァ
ロ

ッ
テ
ィ
そ
の
人
で
あ
る
。
思
え

ば
愛
す
る
若
尾
文
子
も
１
／
ｆ

の
揺
ら
ぎ
を
持
っ
て
い
た
の
に

違
い
な
い
と
、
今
思
っ
た
。

さ
て
人
は
生
ま
れ
な
が
ら

に
・
・
・
と
い
う
せ
り
ふ
を
良

く
聞
く
が
、
科
学
が
ど
ん
ど
ん

進
む
と
あ
ら
ゆ
る
能
力
が
生
ま

れ
つ
き
の
産
物
と
な
り
、
努
力

と
い
う
文
字
が
辞
書
か
ら
消
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
僕
の
声
が

良
い
か
悪
い
か
は
分
か
ら
な
い

が
、
今
な
ら
ま
だ
努
力
が
通
じ

る
世
の
中
だ
か
ら
精
一
杯
努
力

し
よ
う
、
と
あ
ら
た
め
て
歌
に

励
ん
で
い
る
今
日
こ
の
ご
ろ
で

あ
る
。

北山　吉明（金沢市・形成外科） 
１７ 

【
第
十
六
夜
】「
〝
良
い
声
〞〝
悪
い
声
〞は
生
ま
れ
つ
き
!?
」 
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詳しくは協会発行パンフレットまたは 
電話でお問い合わせください。 

076-222-5373

万一の場合の大きな保障 

1年毎に更新する団体定期保険 

年1回のチャンス 
締切迫る 締切迫る 6月20日まで 
安い掛金

 

手続き簡
単 6,120円で4,000万円 

40歳男性の場合 

ご夫婦そろってご加入ください 
●本人最高保障額 

4,000万円 
●配偶者最高保障額 

1,000万円 

囲 碁 

（解答は10面にあります） （解答は10面にあります） 

〈ヒント〉合駒問題です。 
 10分で三段。 

持
駒
　
桂 

■出題 
　九段 
　佐藤昌晴 

黒先コウ　5分で有段者 
〈ヒント〉初手が妙手です。 

■出題 
　六段 
　高田尚平 
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